（別添３）

令和８年　6月　4日現在

研修スケジュール
コース名　同行援護従業者養成研修
　定員　　6　名

	年　月　日
	科目番号、項目番号、科目名、項目名
	講師氏名
	時　間
	備考

	令和8年8月２5日(火)
	
	開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
	小山結美
	10:00～10:15
	0.25h
	〇チカノバ

	令和8年8月２5日(火)
	1
	外出保障
	新子　学

	10:15～11:15

	1h
	

	令和8年8月２5日(火)
	2
６

3
	視覚障がい者の理解と疾病①
障がい者の人権

視覚障がい者の理解と疾病②
	小山結美
梶山武志

小山結美
	11:30～12:３0
13：30～15：30
15:45～16:15
	1h
２h
0.5h
　
	12:30～13:30昼休憩1時間


	令和8年8月２5日(火)
	4

	視覚障がい者（児）の心理
	新子　学

	16:15～17:15
	1h
	

	令和8年8月２5日(火)
	５

	視覚障がい者（児）福祉の制度とサービス

	小山結美
	17:30～19:00


	1.5h


	

	令和8年8月29日(土)
	7
8

	同行援護の制度
同行援護従業者の実際と職業倫理
	新子　学
小山結美
	10：00～11：00
11:00～12:30
13：15～14：15
	１h


1.5h

1h

	〇チカノバ
12:30～13:15昼休憩0.75時間

	令和8年8月29日(土)
	9
	情報提供
	新子　学
	14：15～16:15
	2h

	

	令和8年8月29日(土)
	10
１１
12
	代筆・代読①
代筆・代読②
誘導の基本技術①
	新子　学
新子　学　
小山結美
	16:25～17:25
17:25～17：55
18：00～19：00
	1h
0.5h
1h

	

	令和8年8月30日(日)
	1２

	誘導の基本技術①

	小山結美　
	10:00～12:00
12:45～13：45
	2h
1h

	〇チカノバ
12:00～12:45昼休憩0.75時間

	令和8年8月30日(日)
	13
14
	誘導の基本技術②
誘導の応用技術①
	小山結美
　
新子　学
	13：55～16:55
17：00～19：00
	3h
2h
	

	令和8年9月５日(土)
	14
	誘導の応用技術①
	新子　学
	10:00～12：00

	2h

	〇チカノバ
12:00～13:00昼休憩1時間

	令和8年９月５日(土)
	15
	誘導の応用技術②（場面別・街歩き）
	小山結美
	13:00～14:00
	1h

	

	令和8年9月５日(土)
	16
	交通機関の利用
	小山結美　
新子　学
	14:15～16:15
16:30～18:30
	4h


	

	令和8年9月５日(土)
	
	閉講式
	小山結美
	18:30～18:45
	0.25h
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


※研修開始時には、開講式・オリエンテーションを実施すること。

【記載例】
（別添３）

　　年　　月　　日現在

研修スケジュール
コース名　
　定員　　　名

	年　月　日
	科目番号、項目番号、科目名、項目名
	講師氏名
	時　間
	備考

	○年○月○日(　)
	
	開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	
	
	

	○年○月○日(　)
	8

	同行援護従業者の実際と職業倫理
	小山結美

	13:30～15:00
	2.5h
	

	○年○月○日(　)
	9

	情報提供

	小山結美　
	8:45～10:45
	2h
	

	○年○月○日(　)
	10
１１
	代筆・代読①
代筆・代読②
	小山結美　
小山結美
	11:00～12:00
13:00～13:30
	1h
0.5h

	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○
	h
	

	○年○月○日(　)
	
	
	
	○:○～○:○

○:○～○:○
	h

h


	

	
	
	
	
	
	
	

	  年  月  日(　)
	
	閉講式
	
	○:○～○:○
	h
	


※研修開始時には、開講式・オリエンテーションを実施すること。

受講生が20名を超えて演習を実施する場合は、


その担当講師を加え、受講者20名につき助手を１名以上配置すること。


ただし、交通機関利用の介助演習については、講師と助手を合わせて、受講者５名につき１名以上配置すること。








